
2

トラウマとPTSD

● 感覚・感情がマヒする

● 現実だという感覚がない　　

● 自分が自分でないと感じる

● 記憶力、判断力の低下

● 自己評価の低下

● 他人や社会に対する信頼感の喪失

● 恐怖感、不安感、自責感、無力感、
 絶望感、孤独感、疎外感、屈辱感、
 怒り、悲しみなどを抱く ●事件等の記憶が生々しく蘇ったり、その

夢を見たりするなど、そのときの苦痛を
繰り返し体験する

　
　

●事件等に関連した考えや気持ちを回避
したり、事件等を思い出させる場所や
状況を避ける

　

●事件等のことを思い出せなかったり、必
要以上に長く自分や他人を責めたりする

●いつもびくびくしたり、物事に集中でき
なかったりする

心理面への影響心理面への影響

● めまい・過呼吸・動悸・下痢・便秘

● 不眠・悪夢

● 吐き気・食欲不振

身体面への影響身体面への影響

1. 犯罪被害者の現状

犯罪被害による心身への影響

　トラウマ（t r a uma：心的外傷）と
は、犯罪や事故による被害、自然災害な
どの生死にかかわるような大きな出来事
に遭遇したときに受ける心の傷をいいま
す。
　また、トラウマを受けた人が、

などの精神的、身体的症状を１か月以上
呈した場合にPTSD（Posttraumatic 
Stress Disorder：心的外傷後ストレス
障害）と診断されることがあります。

●人ごみが怖くて外に出られず、自宅に引
きこもる

●事件が起こったのは自分が全て悪いからだ
と思い込み、自分を責める

　

　

などがみられます。

　被害による心身への影響の具体例には、

●何でもないのに涙が出るなど感情がコン
トロールできない

●自分が受けた被害をまるで他人事のよう
に淡々と語る

●特定の日（事件等と関連のある日など）
になると不安になる

●亡くなった事実が受け入れられず、故人の
ことが頭から離れない

●子供が親の後をいつもついてきて離れない
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被害者の声
犯罪被害給付制度発足10周年記念
シンポジウム（平成3年）における
大久保惠美子さんの発言（要約）

　私の息子は、去年の10月12日、飲酒運転
者に殺されました。殺された後の数か月間、私
はどうやって生きていけばいいのか分から
ず、本当に無我夢中で、日本には何か私を精
神的に助けてくれるところがないのかと必死
になって探しましたけれども何もありません
でした。
　先程パネリストの先生からも、「日本では、
被害者の声として出てこない、被害者の本当
にそれがニーズなのか」という発言もありま
した。でも被害者の立場になりますと、はい、
私が被害に遭いましたと大きな声で言って、
大きな声で泣ける、そういう社会ではありま
せん。今の日本は大きな声で泣きたくても泣
けないんです。ただじっと自分で我慢しなけ
ればならないのが今の日本における被害者の
姿だと思います。
　日本では、そういう被害者を精神的に救う
道が何もない。まずそれを創ってほしいと思
うことなんです。
　先程、「被害者が立ち直るためには同じ被
害者同士での話し合いが一番大切だ」という
発言がありましたが、それを支援してくれる専
門家の方たちの助言がないとうまく立ち直っ
ていけません。子供を殺された親は、このよう
な辛い思いをもう他の人たちにさせたくない
という気持ちでいっぱいなのです。どんな協
力も惜しみませんから、10周年記念シンポジ
ウムが開かれたこの機会に、是非、一歩でもい
いんです。一歩だけでも踏み出してください。
お願いします。

犯罪被害者等支援の経緯

国際的な潮流

被害者は、その尊厳に対し共感と敬意をもって扱
われるべきであること

被害者に対して、訴訟手続における被害者の役
割や訴訟の進行状況、訴訟結果等に関する情報
を提供する必要があること

被害者が必要な物質的、医療的、精神的、社会的
援助を受けられるようにし、その情報を被害者に
提供すべきこと

各国政府は、警察、裁判、医療、社会福祉等の関
係機関の職員に十分な教育訓練を行い、司法上・
行政上の敏速な対応を進めるため適切な制度整
備等を行うこと
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　犯罪の被害を受けた後は、一種のショック状態
が続き、心や体に変調を来すことが多いのです
が、これは異常なことではなく、突然大きな
ショックを受けた後では誰にでも起こり得ること
なのです。
　犯罪被害者等の心身の変調の現れ方は、人に
よって様々であり、また、同一人であっても時間
の経過や環境の変化により一定ではありません。
　周りの人たちは、このような犯罪被害者等の変
調を理解して接し、犯罪被害者等を責めたり、無
理に励ましたりすることなどは避けてください。
犯罪被害者等の心の傷の回復には、周囲の人々の
理解と共感と支持がとても大切です。 

　三菱重工ビル爆破事件などを契機として、昭和55年
に「犯罪被害者等給付金支給法」が制定され、殺人や傷
害などの人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為に
より、不慮の死を遂げた方のご遺族や身体に重い障害
が残った方に対し、国が給付金を支給する「犯罪被害給
付制度」が発足し、我が国における犯罪被害者等への経
済的援助が始まりました。
　その後、平成3年に開催された「犯罪被害給付制度発
足10周年記念シンポジウム」において、特に精神的援助
の必要性が犯罪被害者自身によって強く指摘され、これ
を重要な契機として更なる犯罪被害者等支援のための
検討が始まりました。

　国際的にも、人権意識の高まりを背景に、犯罪により
身体的･精神的に被害を受けた犯罪被害者等に対して、
国家による救済、支援が行われるべきであるとの主張が
高まってきています。
　1985年（昭和60年）、国連総会において、「犯罪及び
権力濫用の被害者のための司法の基本原則宣言」が採
択されました。その中では、

等が提言されています。また、欧米諸国等では、犯罪被
害者等支援のための様々なシステム整備が進められて
おり、犯罪被害者等支援は国際的な潮流ともなっていま
す。
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　警察は、被害の届出、被疑者の検挙、被害の回復・軽
減、再発防止などを通じ犯罪被害者等と最も密接に関
わり、犯罪被害者等を保護する役割を担う機関であるこ
とから、犯罪被害者等の視点に立った各種施策の推進に
努めています。
　警察庁では、平成8年2月、「被害者対策要綱」を制定
し、各種支援を総合的に推進することとしました。
　その後、平成16年12月には、「犯罪被害者等基本法」
が制定されました。それまで各府省が個別に施策に取り
組んでいたところ、犯罪被害者等施策に関する基本理
念が定められ、国においては総合的かつ長期的に講ず
べき犯罪被害者等施策の大綱等を定める犯罪被害者等
基本計画を策定すること、また、地方公共団体において
は国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応
じた施策を実施することなどが盛り込まれました。
　政府においては、この法律に基づき、平成17年12月
に「犯罪被害者等基本計画」が、平成23年３月には「第
２次犯罪被害者等基本計画」が、そして平成28年４月
には「第３次犯罪被害者等基本計画」が、それぞれ閣議
決定され、これらの計画の下で、警察における犯罪被害
者等施策も大きく進展しました。 
　例えば、犯罪被害者等基本計画及び第２次犯罪被害

者等基本計画の下では、犯罪被害給付制度の拡充、性犯
罪被害者の緊急避妊等の経費を公費により負担する制
度の創設等が図られ、また、第３次犯罪被害者等基本計
画の下では、重傷病給付金の給付期間の延長、仮給付金
の額の制限の見直し、幼い遺児がいる場合における遺
族給付金の額の引上げ及び親族間犯罪における減額・
不支給事案の見直しを内容とする犯罪被害給付制度の
一層の拡充が行われたほか、カウンセリング費用の公
費負担制度が全国で整備されました。 
  令和３年３月には「第４次犯罪被害者等基本計画」が
閣議決定され、地方公共団体における犯罪被害者等支
援、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への支援、加害
者処遇における犯罪被害者等への配慮の充実等の各種
施策が盛り込まれました。 
  これを受けて、警察庁においても、新たな「警察庁犯
罪被害者支援基本計画」を策定し、既に実施している取
組について、より一層の充実を図ることとするととも
に、地方公共団体における条例の制定等に関する協力、
被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への相談体制の充
実等の取組を盛り込みました。

●  
年　月　日 出　　来　　事　

昭和49年 8月30日 三菱重工ビル爆破事件
※　同事件をめぐり犯罪被害給付制度の必要性が論議された。

　　55年 5月 1日 犯罪被害者等給付金支給法公布（56年1月1日施行）
　　56年 5月21日 財団法人犯罪被害者救援基金設立
　　60年 8月26日 「犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する第7回国際連合会議」（～9月6日）

※　同会議において「犯罪及び権力濫用の被害者のための司法の基本原則宣言」を採択。

平成 2年11月17日 日本被害者学会設立
3年10月 3日 犯罪被害給付制度発足１０周年記念シンポジウム開催

※

4年 3月10日
　　 　 4月　　
　

「犯罪被害者相談室」（東京）設立
犯罪被害者実態調査研究会による調査（7年3月報告書提出）
※　 10周年記念シンポジウムでの指摘を受け、犯罪被害救援基金の委託研究として、犯罪被害者実態調査研究会（代表：慶応大学教授（当時）宮澤浩一）により実

7年 3月20日

　　 　 6月　　
　

地下鉄サリン事件
※　
「警察の被害者対策に関する研究会」による研究（～１２月）
※　警察の被害者対策の在り方についての研究。これを参考として、警察庁が被害者対策に係る基本方針を策定。

8年 2月 1日
　　 　 5月11日

警察庁において「被害者対策要綱」を策定　　全国警察に通達
警察庁長官官房給与厚生課に犯罪被害者対策室設置

10年 5月 9日 「全国被害者支援ネットワーク」設立
11年 5月15日

　　 　 5月26日
　　 　 6月18日
　　 　11月11日

全国被害者支援ネットワークによる「犯罪被害者の権利宣言」発表
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律公布（11月１日施行）
犯罪捜査規範の一部を改正する規則公布・施行
政府に「犯罪被害者対策関係省庁連絡会議」設置

　　12年 5月19日

　　 　 5月24日

　　 　12月 6日

を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」）公布
児童虐待の防止等に関する法律公布（11月20日施行）
ストーカー行為等の規制等に関する法律公布（11月24日施行）
少年法等の一部を改正する法律公布（13年4月1日施行）

　　13年 4月13日

　　 　11月19日

犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律公布（7月1日施行）
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律公布
犯罪被害給付制度発足・犯罪被害救援基金設立２０周年記念　　犯罪被害者支援フォーラム開催

　　14年 1月30日 警察本部長等による犯罪の被害者等に対する援助の実態に関する指針告示（4月1日施行）
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則公布（4月1日施行）

　　15年 3月18日
　　 　10月 3日

犯罪被害者対策国際シンポジウム2003開催
「全国被害者支援ネットワーク」が10月3日を「犯罪被害者支援の日」と定めて全国キャンペーンを実施

　　16年12月 8日 犯罪被害者等基本法公布（17年4月1日施行）
　　17年12月27日 犯罪被害者等基本計画　　閣議決定
　　18年 4月 1日 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令施行

犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則の一部を改正する規則施行
19年 6月27日 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律公布

　　20年 4月18日
　　 　 6月18日
　　 　 7月 1日
　　 　10月31日

犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律公布（7月1日施行）
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律公布（12月18日施行）
警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室を「犯罪被害者支援室」に改称
犯罪被害者等の支援に関する指針告示

　　21年 9月11日 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部を改正する規則公布（10月1日施行）
　　23年 3月25日
　　 　 7月 7日
　　 　 7月15日
　　 　 9月30日

第2次犯罪被害者等基本計画　　閣議決定
警察庁において「犯罪被害者支援要綱」を制定　　全国警察に通達
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部を改正する規則公布（7月15日施行）
民間被害者支援20年、犯罪被害救援基金・犯罪被害給付制度３０年記念　犯罪被害者支援フォーラム開催

　　25年 6月12日 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する
法律公布（12月1日施行）

　　 　 7月 3日 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律公布（26年1月3日施行）
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律公布（10月3日（一部7月23日）施行）

　　26年10月10日 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部を改正する規則公布（１１月１日施行）
　　28年 4月 1日 内  閣  の  重  要  政  策  に  関  す  る  総  合  調  整  等  に  関  す  る  機  能  の  強  化  の  た  め  の  国  家  行  政  組  織  法  等  の  一  部  を  改  正  す  る  法  律  施  行 

※  　  内  閣  府  で  担  っ  て  い  た  犯  罪  被  害  者  等  基  本  計  画  の  作  成  及  び  推  進  に  関  す  る  事  務  を  国  家  公  安  委  員  会  （  警  察  庁  ）  に  移  管 
第  ３  次  犯  罪  被  害  者  等  基  本  計  画  　  　  閣  議  決  定 
警察庁において「警察庁犯罪被害者支援基本計画」を制定　　全国警察に通達

　　28年 6月 7日 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律公布（11月30日施行）
　　29年 6月23日 刑法の一部を改正する法律公布（7月13日施行）
　　30年 3月30日 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令公布（4月1日施行）

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部を改正する規則公布（4月1日施行）

　同シンポジウムにおいて被害者等の精神的援助の必要性が指摘される。

同事件をめぐり被害者等が受ける精神的被害の深刻さが広く認識されるようになった。

いわゆる犯罪被害者等保護のための二法（「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」及び「犯罪被害者等の保護

　施された日本で初めての本格的な被害者等の実態研究。これにより、警察の捜査過程における二次的被害の問題や情報提供のニーズ等が指摘される。　

犯罪被害者等支援の経緯

第４次犯罪被害者等基本計画　閣議決定
警察庁において「警察庁犯罪被害者支援基本計画」を制定　全国警察に通達
警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室を「教養厚生課」犯罪被害者支援室に改称

令和3年 3月30日
3月31日
４月 1日

第4次犯罪被害者等基本計画

第1次～第3次犯罪被害者等基本計画における主な成果

第4次犯罪被害者等基本計画のポイント

① 地方公共団体における犯罪被害者等支援

第3次犯罪被害者等基本計画の評価

・犯罪被害給付制度の拡充
・損害賠償命令制度の創設

○ 犯罪被害者等への中長期的な支援が必要
○ 性犯罪や児童虐待等被害が潜在化しやすい被害者への支援が必要

○ 　犯罪被害者等支援を目的とした条例制定等に関する情報
　 提供の実施
○ 　地方公共団体の総合的対応窓口における公認心理師等の
　 専門職の活用

③ 加害者処遇における犯罪被害者等への配慮の充実

○ 　謝罪・被害弁償等の具体的行動を促す改善指導・矯正教育
　 等の充実
○ 　刑の執行段階等における犯罪被害者等の心情等の聴取・
　 伝達制度の検討
○ 　犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実

② 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への支援

○ 　性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
　 における夜間休日コールセンターの設置等の体制強化
○ 　児童虐待等の被害児童支援のための児童相談所における
　 児童福祉司、 学校におけるスクールソーシャルワーカー等の
　 配置の充実

④ 様々な犯罪被害者等に配慮した多様な支援

○ 　被害者支援連絡協議会等における連携の推進
○ 　様々な犯罪被害者等への適切な対応や支援
○ 　インターネット上の誹謗中傷等への適切な対応

・被害者参加制度の創設・拡充
・カウンセリング費用の公費負担制度の整備

・全都道府県へのワンストップ支援センターの設置
・全地方公共団体への総合的対応窓口の設置
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等が提言されています。また、欧米諸国等では、犯罪被
害者等支援のための様々なシステム整備が進められて
おり、犯罪被害者等支援は国際的な潮流ともなっていま
す。

　警察は、被害の届出、被疑者の検挙、被害の回復・軽
減、再発防止などを通じ犯罪被害者等と最も密接に関
わり、犯罪被害者等を保護する役割を担う機関であるこ
とから、犯罪被害者等の視点に立った各種施策の推進に
努めています。
　警察庁では、平成8年2月、「被害者対策要綱」を制定
し、各種支援を総合的に推進することとしました。
　その後、平成16年12月には、「犯罪被害者等基本法」
が制定されました。それまで各府省が個別に施策に取り
組んでいたところ、犯罪被害者等施策に関する基本理
念が定められ、国においては総合的かつ長期的に講ず
べき犯罪被害者等の施策の大綱等を定める犯罪被害者
等基本計画を策定すること、また、地方公共団体におい
ては国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に
応じた施策を実施することなどが盛り込まれました。
　政府においては、この法律に基づき、平成17年12月
に「犯罪被害者等基本計画」が、平成23年３月には「第
２次犯罪被害者等基本計画」が、そして平成28年４月
には「第３次犯罪被害者等基本計画」が、それぞれ閣議
決定され、これらの計画の下で、警察における犯罪被害
者等施策も大きく進展しました。 
　例えば、犯罪被害者等基本計画及び第２次犯罪被害

者等基本計画の下では、犯罪被害給付制度の拡充、性犯
罪被害者の緊急避妊等の経費を公費により負担する制
度の創設等が図られ、また、第３次犯罪被害者等基本計
画の下では、重傷病給付金の給付期間の延長、仮給付金
の額の制限の見直し、幼い遺児がいる場合における遺
族給付金の額の引上げ及び親族間犯罪における減額・
不支給事案の見直しを内容とする犯罪被害給付制度の
一層の拡充が行われたほか、カウンセリング費用の公
費負担制度が全国で整備されました。 
  令和３年３月には「第４次犯罪被害者等基本計画」が
閣議決定され、地方公共団体における犯罪被害者等支
援、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への支援、加害
者処遇における被害者等への配慮の充実等の各種施策
が盛り込まれました。 
  これを受けて、警察庁においても、新たな「警察庁犯
罪被害者支援基本計画」を策定し、既に実施している取
組について、より一層の充実を図ることとするととも
に、地方公共団体における条例の制定等に関する協力、
被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への相談体制の充
実等の取組を盛り込みました。

●  
年　月　日 出　　来　　事　

昭和49年 8月30日 三菱重工ビル爆破事件
※　同事件をめぐり犯罪被害給付制度の必要性が論議された。

　　55年 5月 1日 犯罪被害者等給付金支給法公布（56年1月1日施行）
　　56年 5月21日 財団法人犯罪被害者救援基金設立
　　60年 8月26日 「犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する第7回国際連合会議」（～9月6日）

※　同会議において「犯罪及び権力濫用の被害者のための司法の基本原則宣言」を採択。

平成 2年11月17日 日本被害者学会設立
3年10月 3日 犯罪被害給付制度発足１０周年記念シンポジウム開催

※

4年 3月10日
　　 　 4月　　
　

「犯罪被害者相談室」（東京）設立
犯罪被害者実態調査研究会による調査（7年3月報告書提出）
※　 10周年記念シンポジウムでの指摘を受け、犯罪被害救援基金の委託研究として、犯罪被害者実態調査研究会（代表：慶応大学教授（当時）宮澤浩一）により実

7年 3月20日

　　 　 6月　　
　

地下鉄サリン事件
※　
「警察の被害者対策に関する研究会」による研究（～１２月）
※　警察の被害者対策の在り方についての研究。これを参考として、警察庁が被害者対策に係る基本方針を策定。

8年 2月 1日
　　 　 5月11日

警察庁において「被害者対策要綱」を策定　　全国警察に通達
警察庁長官官房給与厚生課に犯罪被害者対策室設置

10年 5月 9日 「全国被害者支援ネットワーク」設立
11年 5月15日

　　 　 5月26日
　　 　 6月18日
　　 　11月11日

全国被害者支援ネットワークによる「犯罪被害者の権利宣言」発表
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律公布（11月１日施行）
犯罪捜査規範の一部を改正する規則公布・施行
政府に「犯罪被害者対策関係省庁連絡会議」設置

　　12年 5月19日

　　 　 5月24日

　　 　12月 6日

を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」）公布
児童虐待の防止等に関する法律公布（11月20日施行）
ストーカー行為等の規制等に関する法律公布（11月24日施行）
少年法等の一部を改正する法律公布（13年4月1日施行）

　　13年 4月13日

　　 　11月19日

犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律公布（7月1日施行）
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律公布
犯罪被害給付制度発足・犯罪被害救援基金設立２０周年記念　　犯罪被害者支援フォーラム開催

　　14年 1月30日 警察本部長等による犯罪の被害者等に対する援助の実態に関する指針告示（4月1日施行）
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則公布（4月1日施行）

　　15年 3月18日
　　 　10月 3日

犯罪被害者対策国際シンポジウム2003開催
「全国被害者支援ネットワーク」が10月3日を「犯罪被害者支援の日」と定めて全国キャンペーンを実施

　　16年12月 8日 犯罪被害者等基本法公布（17年4月1日施行）
　　17年12月27日 犯罪被害者等基本計画　　閣議決定
　　18年 4月 1日 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令施行

犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則の一部を改正する規則施行
19年 6月27日 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律公布

　　20年 4月18日
　　 　 6月18日
　　 　 7月 1日
　　 　10月31日

犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律公布（7月1日施行）
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律公布（12月18日施行）
警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室を「犯罪被害者支援室」に改称
犯罪被害者等の支援に関する指針告示

　　21年 9月11日 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部を改正する規則公布（10月1日施行）
　　23年 3月25日
　　 　 7月 7日
　　 　 7月15日
　　 　 9月30日

第2次犯罪被害者等基本計画　　閣議決定
警察庁において「犯罪被害者支援要綱」を制定　　全国警察に通達
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部を改正する規則公布（7月15日施行）
民間被害者支援20年、犯罪被害救援基金・犯罪被害給付制度３０年記念　犯罪被害者支援フォーラム開催

　　25年 6月12日 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する
法律公布（12月1日施行）

　　 　 7月 3日 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律公布（26年1月3日施行）
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律公布（10月3日（一部7月23日）施行）

　　26年10月10日 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部を改正する規則公布（１１月１日施行）
　　28年 4月 1日 内  閣  の  重  要  政  策  に  関  す  る  総  合  調  整  等  に  関  す  る  機  能  の  強  化  の  た  め  の  国  家  行  政  組  織  法  等  の  一  部  を  改  正  す  る  法  律  施  行 

※  　  内  閣  府  で  担  っ  て  い  た  犯  罪  被  害  者  等  基  本  計  画  の  作  成  及  び  推  進  に  関  す  る  事  務  を  国  家  公  安  委  員  会  （  警  察  庁  ）  に  移  管 
第  ３  次  犯  罪  被  害  者  等  基  本  計  画  　  　  閣  議  決  定 
警察庁において「警察庁犯罪被害者支援基本計画」を制定　　全国警察に通達

　　28年 6月 7日 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律公布（11月30日施行）
　　29年 6月23日 刑法の一部を改正する法律公布（7月13日施行）
　　30年 3月30日 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令公布（4月1日施行）

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部を改正する規則公布（4月1日施行）

　同シンポジウムにおいて被害者等の精神的援助の必要性が指摘される。

同事件をめぐり被害者等が受ける精神的被害の深刻さが広く認識されるようになった。

いわゆる犯罪被害者等保護のための二法（「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律」及び「犯罪被害者等の保護

　施された日本で初めての本格的な被害者等の実態研究。これにより、警察の捜査過程における二次的被害の問題や情報提供のニーズ等が指摘される。　
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警察庁において「警察庁犯罪被害者支援基本計画」を制定　全国警察に通達
警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室を「教養厚生課」犯罪被害者支援室に改称
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3月31日
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第4次犯罪被害者等基本計画

第1次～第3次犯罪被害者等基本計画における主な成果

第4次犯罪被害者等基本計画のポイント

① 地方公共団体における犯罪被害者等支援

第3次犯罪被害者等基本計画の評価

・犯罪被害給付制度の拡充
・損害賠償命令制度の創設

○ 犯罪被害者等への中長期的な支援が必要
○ 性犯罪や児童虐待等被害が潜在化しやすい被害者への支援が必要

○ 　犯罪被害者等支援を目的とした条例制定等に関する情報
　 提供の実施
○ 　地方公共団体の総合的対応窓口における公認心理師等の
　 専門職の活用

③ 加害者処遇における犯罪被害者等への配慮の充実

○ 　謝罪・被害弁償等の具体的行動を促す改善指導・矯正教育
　 等の充実
○ 　刑の執行段階等における犯罪被害者等の心情等の聴取・
　 伝達制度の検討
○ 　犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実

② 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への支援

○ 　性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
　 における夜間休日コールセンターの設置等の体制強化
○ 　児童虐待等の被害児童支援のための児童相談所における
　 児童福祉司、 学校におけるスクールソーシャルワーカー等の
　 配置の充実

④ 様々な犯罪被害者等に配慮した多様な支援

○ 　被害者支援連絡協議会等における連携の推進
○ 　様々な犯罪被害者等への適切な対応や支援
○ 　インターネット上の誹謗中傷等への適切な対応

・被害者参加制度の創設・拡充
・カウンセリング費用の公費負担制度の整備

・全都道府県へのワンストップ支援センターの設置
・全地方公共団体への総合的対応窓口の設置
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